
全 体 評 価   
≪全体評価≫ 

・評価委員会において、項目別評価を踏まえ、年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況について、総合的な評価を記述式

により行います。 

・評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、地方独立行政法人法第 28 条第 3項に基づき

業務運営の改善その他の勧告をすることができます。   
≪総括的な評価≫ 
評価の例  『 全体として、中期計画の達成に向けて 順調に（ 計画どおり順調に ・ 計画どおりに ）        進捗している。 』 など        
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委員 評価及び全体を通してのご意見・ご感想など 
青木委員     
足羽委員     
袴田委員     
村上太郎委員     
村上仁委員     
委員会      


